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○　

加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
命
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
・
法
務
省
・
財
務
省
令
第
四
号
） 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄

及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改

 

正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
る
。

 

改　
　

正　
　

後

改　
　

正　
　

前

目
次 

目
次 

　

第
一
章　

［
略
］ 

　

第
一
章　

［
同
上
］ 

　

第
二
章　

加
入
者
保
護
信
託
（
第
二
条
―
第
三
十
五
条
） 

　

第
二
章　

加
入
者
保
護
信
託
（
第
二
条
―
第
二
十
四
条
） 

　

第
三
章　

雑
則
（
第
三
十
六
条
） 

　

第
三
章　

雑
則
（
第
二
十
五
条
） 

　

附
則 

　

附
則 

 
 　

（
加
入
者
保
護
信
託
契
約
） 

　

（
加
入
者
保
護
信
託
契
約
） 

第
五
条　

法
第
五
十
六
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
加
入
者
保
護
信
託
契
約
に
定
め

第
五
条　

法
第
五
十
六
条
第
八
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
公
告
の
方
法
は
、
官
報
に
掲
載
す
る
方
法
に
よ
る
も
の
と

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
加
入
者
保
護
信
託
契
約
に
お
い
て
受
託
者
が
公
表
す
べ

　

一　

加
入
者
保
護
信
託
の
名
称 

き
事
項
及
び
そ
の
公
表
の
方
法
を
定
め
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。 
　

二　

委
託
者
及
び
受
託
者
の
商
号
又
は
名
称 

２　

法
第
五
十
六
条
第
八
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

　

三　

加
入
者
保
護
信
託
の
信
託
財
産
と
な
る
べ
き
金
銭
の
額 

げ
る
も
の
と
す
る
。 

　

四　

信
託
財
産
の
追
加
に
関
す
る
事
項 

　

一　

加
入
者
保
護
信
託
の
名
称 

　

五　

加
入
者
保
護
信
託
の
信
託
事
務
年
度
、
事
業
報
告
、
決
算
報
告
そ
の
他
の

　

二　

委
託
者
及
び
受
託
者
の
商
号
又
は
名
称 

事
業
の
執
行
に
関
す
る
事
項 
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三　

加
入
者
保
護
信
託
の
信
託
財
産
と
な
る
べ
き
金
銭
の
額 

　

六　

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

　

四　

信
託
財
産
の
追
加
に
関
す
る
事
項 

補
償
対
象
債
権
の
取
得
そ
の
他
の
受
託
者
の
事
務
の
手
続
に
関
す
る
事
項 

　

五　

加
入
者
保
護
信
託
の
信
託
事
務
年
度
、
事
業
報
告
、
決
算
報
告
そ
の
他
の

　

七　

加
入
者
保
護
信
託
の
終
了
に
関
す
る
事
項 

事
業
の
執
行
に
関
す
る
事
項 

　

八　

そ
の
他
重
要
な
事
項 

　

六　

法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
払
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る

 

補
償
対
象
債
権
の
取
得
そ
の
他
の
受
託
者
の
事
務
の
手
続
に
関
す
る
事
項 

 

　

七　

加
入
者
保
護
信
託
の
終
了
に
関
す
る
事
項 

 

　

八　

そ
の
他
重
要
な
事
項 

  
 　

（
勧
告
） 

　

（
公
告
） 

第
十
六
条　

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
振
替
機
関
が
締
結
し

第
十
六
条　

受
託
者
は
、
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス

た
加
入
者
保
護
信
託
契
約
に
つ
い
て
、
当
該
加
入
者
保
護
信
託
契
約
が
第
六
条

ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
適
合

前
条
の
書
類
の
提
出
を
し
た
後
、
遅
滞
な
く
、
前
信
託
事
務
年
度
の
信
託
事
務

し
て
い
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
振
替
機
関
に
対
し
、
そ
の
改

及
び
信
託
財
産
の
状
況
を
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

善
に
関
し
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

 

　

（
信
託
の
変
更
に
係
る
書
類
の
提
出
） 

第
十
七
条
か
ら
第
三
十
二
条
ま
で　

削
除 

第
十
七
条　

振
替
機
関
は
、
加
入
者
保
護
信
託
に
つ
い
て
法
第
六
十
五
条
に
お
い

 

て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
五
条
第
一
項
の
特
別
の
事
情
が
生
じ

 

た
と
認
め
る
と
き
は
、
申
立
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官

 
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

信
託
の
変
更
案
及
び
新
旧
対
照
表 

 

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
加
入
者
保
護
信
託
の
事
業
内
容
の
変
更
が
必
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要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
変
更
後
の
事

 

業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  

　

（
信
託
の
変
更
の
許
可
の
申
請
） 

 

第
十
八
条　

振
替
機
関
は
、
加
入
者
保
護
信
託
に
つ
い
て
法
第
六
十
五
条
に
お
い

 

て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
信
託
の
変
更
の

 

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
許
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

 

て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

信
託
の
変
更
の
根
拠
と
な
る
信
託
法
の
規
定
（
信
託
法
第
百
四
十
九
条
第

 

四
項
の
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
定
め
の
内
容
を
含
む
。
）
を

 

記
載
し
た
書
類 

 

　

三　

信
託
の
変
更
案
及
び
新
旧
対
照
表 

 

２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
加
入
者
保
護
信
託
の
事
業
内
容
の
変
更
が
必

 

要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
の
ほ
か
、
信
託
の
変
更

 

後
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  

　

（
受
託
者
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
） 

 
第
十
九
条　

受
託
者
は
、
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス

 
ル
法
律
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
許

 

可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財

 

務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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一　

理
由
書 

 

　

二　

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債

 

務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

三　

新
た
な
受
託
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 
  

　

（
検
査
役
の
選
任
の
申
請
） 

 

第
二
十
条　

信
託
管
理
人
又
は
受
益
者
代
理
人
は
、
信
託
法
第
四
十
六
条
第
一
項

 

及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の

 

規
定
に
よ
り
検
査
役
の
選
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に

 

掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し

 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

検
査
役
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 
  

　

（
受
託
者
の
解
任
の
申
請
） 

 

第
二
十
一
条　

振
替
機
関
、
信
託
管
理
人
又
は
受
益
者
代
理
人
は
、
信
託
法
第
五

 

十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル

 

法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
の
解
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

 

申
請
書
に
理
由
書
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提

 
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  

　

（
新
た
な
受
託
者
の
選
任
の
申
請
） 

 

第
二
十
二
条　

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
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条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
新
た

 

な
受
託
者
の
選
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書

 

類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

 

な
ら
な
い
。 

 

　

一　

受
託
者
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

二　

新
た
な
受
託
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

三　

新
た
な
受
託
者
と
な
る
べ
き
信
託
会
社
等
の
商
号
等
を
記
載
し
た
書
類
、

 

定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
及
び
就
任
承
諾
書 

 
  

　

（
信
託
財
産
管
理
命
令
の
申
請
） 

 

第
二
十
三
条　

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
法
第
六
十
五

 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託

 

財
産
管
理
者
に
よ
る
管
理
を
命
ず
る
処
分
（
以
下
「
信
託
財
産
管
理
命
令
」
と

 

い
う
。
）
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

 

添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

 

な
い
。 

 

　

一　

受
託
者
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

二　

理
由
書 

 
　

三　

信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 
  

　

（
保
存
行
為
等
の
範
囲
を
超
え
る
行
為
の
許
可
の
申
請
） 

 

第
二
十
四
条　

信
託
財
産
管
理
者
は
、
信
託
法
第
六
十
六
条
第
四
項
及
び
法
第
六

 

十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
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許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
許
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え

 

て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
行
為
の
概
要 

 
  

　

（
信
託
財
産
管
理
者
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
） 

 

第
二
十
五
条　

信
託
財
産
管
理
者
は
、
信
託
法
第
七
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て

 

準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

 

公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と

 

す
る
と
き
は
、
許
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、

 

法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債

 

務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

三　

新
た
な
信
託
財
産
管
理
者
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 
  

　

（
信
託
財
産
管
理
者
の
解
任
の
申
請
） 

 

第
二
十
六
条　

振
替
機
関
、
信
託
管
理
人
又
は
受
益
者
代
理
人
は
、
信
託
法
第
七

 
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お

 
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
財
産
管

 

理
者
の
解
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
理
由
書
を
添
え
て
、

 

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
信
託
管
理
人
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
） 

 

第
二
十
七
条　

信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

 

す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益

 

信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

 

と
き
は
、
許
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務

 

大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債

 

務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

三　

新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 
  

　

（
信
託
管
理
人
の
解
任
の
申
請
） 

 

第
二
十
八
条　

振
替
機
関
又
は
他
の
信
託
管
理
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
八
条
第

 

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お

 

い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
信
託
管
理
人

 

の
解
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
理
由
書
を
添
え
て
、
金
融

 

庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  

　

（
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
の
申
請
） 

 

第
二
十
九
条　

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
百
二
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用

 

す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益

 

信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
信
託
管
理
人
の
選
任
を
申
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請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁

 

長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

一　

信
託
管
理
人
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

二　

新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
新
た
な
信
託
管

 

理
人
と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
商
号
等
） 

 

　

三　

新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又
は

 

こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で
あ
る

 

場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
就
任
承
諾

 

書 

 

　

四　

新
た
な
信
託
管
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
者
の
氏
名
に

 

併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当
該

 

者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を
証

 

す
る
書
面 

 
  

　

（
受
益
者
代
理
人
の
辞
任
の
許
可
の
申
請
） 

 

第
三
十
条　

受
益
者
代
理
人
は
、
信
託
法
第
百
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

 

す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益

 

信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
辞
任
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

 

と
き
は
、
許
可
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務

 
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

　

一　

理
由
書 

 

　

二　

信
託
事
務
の
処
理
の
状
況
並
び
に
信
託
財
産
及
び
信
託
財
産
責
任
負
担
債

 

務
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 
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三　

新
た
な
受
益
者
代
理
人
の
選
任
に
関
す
る
意
見
を
記
載
し
た
書
類 

 
  

　

（
受
益
者
代
理
人
の
解
任
の
申
請
） 

 

第
三
十
一
条　

振
替
機
関
又
は
他
の
受
益
者
代
理
人
は
、
信
託
法
第
百
四
十
一
条

 

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
八
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に

 

お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
受
益
者
代

 

理
人
の
解
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
理
由
書
を
添
え
て
、

 

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
  

　

（
新
た
な
受
益
者
代
理
人
の
選
任
の
申
請
） 

 

第
三
十
二
条　

利
害
関
係
人
は
、
信
託
法
第
百
四
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
読
み

 

替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
四
項
及
び
法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準

 

用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
新
た
な
受
益
者
代
理

 

人
の
選
任
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

 

え
て
、
金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

 

い
。 

 

　

一　

受
益
者
代
理
人
の
任
務
終
了
の
事
由
を
記
載
し
た
書
類 

 

　

二　

新
た
な
受
益
者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
新
た
な
受
益

 

者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
商
号
等

 

） 

 

　

三　

新
た
な
受
益
者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
又

 

は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
新
た
な
受
益
者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
が
法
人
で

 

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
）
並
び
に
就
任
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承
諾
書 

 

　

四　

新
た
な
受
益
者
代
理
人
と
な
る
べ
き
者
の
旧
氏
及
び
名
を
当
該
者
の
氏
名

 

に
併
せ
て
申
請
書
に
記
載
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
号
に
掲
げ
る
書
類
が
当

 

該
者
の
旧
氏
及
び
名
を
証
す
る
も
の
で
な
い
と
き
は
、
当
該
旧
氏
及
び
名
を

 

証
す
る
書
面 

 
 　

（
標
準
処
理
期
間
） 

　

（
標
準
処
理
期
間
） 

第
三
十
六
条　

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
法
第
十
七
条
（
加

第
三
十
六
条　

金
融
庁
長
官
、
法
務
大
臣
及
び
財
務
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
申
請

入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
、
法
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
法

が
あ
っ
た
場
合
は
、
一
月
以
内
に
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
に
努

第
五
十
七
条
の
認
可
に
関
す
る
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
一
月
以
内
に
当
該
申

め
る
も
の
と
す
る
。 

請
に
対
す
る
処
分
を
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

　

［
号
を
削
る
。
］ 

　

一　

法
第
十
七
条
（
加
入
者
保
護
信
託
に
関
す
る
事
項
に
限
る
。
）
、
法
第
五

 

十
五
条
第
二
項
及
び
法
第
五
十
七
条
の
認
可
に
関
す
る
申
請 

　

［
号
を
削
る
。
］ 

　

二　

法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
六
条
の

 

許
可
に
関
す
る
申
請 

　

［
号
を
削
る
。
］ 

　

三　

法
第
六
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
七
条
の

 

許
可
に
関
す
る
申
請 

　

［
号
を
削
る
。
］ 

　

四　

信
託
法
第
六
十
六
条
第
四
項
、
同
法
第
七
十
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

 

用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
、
同
法
第
百
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

 

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
及
び
同
法
第
百
四
十
一
条

 
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
七
条
第
二
項
並
び
に
法
第
六
十
五

 

条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
第
八
条
の
許
可
に
関
す
る

 

申
請 
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２　

［
略
］

２　

［
同
上
］

備
考　

表
中
の
［　

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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